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　河川や水路に関する業務を一体的に行う「流域整備課」を新設します。

流域整備課　☎ 65-1263　℻ 65-1276

【主な業務】 ・農水整備係：農林水産施設の整備に関すること

　　　　　・河川水路係：河川、水路の整備および砂防に関すること

　　　　　・農水管理係：農道、水路の管理に関すること

新設
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施設管理課

　「水道課」と「下水道課」を統合し、上工下水道一体で管路の整備や更新などを担う

「工務課」　を新設します。

工務課　☎ 65-1332　℻ 32-5049

【主な業務】・給排水係：給水装置工事・排水設備工事の審査、確認などに関すること

　                  ・設計建設グループ：上工下水道の管路の計画、工事などに関すること

　                  ・維持補修グループ：漏水対策および汚水管渠の維持管理などに関すること

統合

４階

※流域整備課の新設に伴い次のとおり担当課が変更となります。

・農林水産課➡流域整備課：漁港・漁場、林道の整備、土地改良区、土地改良事業、法定外

                                                       公共物に関すること

・都市計画課➡流域整備課：河川・海岸、土砂災害防災対策事業、一般下水路に関すること

・上下水道局➡流域整備課：一般下水路に関すること

・各 担 当 課➡用　地　課：市道、法定外公共物の境界線証明に関すること
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　４月から市役所本庁舎および消防防災合同庁舎のレイアウトや課所室名の一部を次のとおり変更

します。

３階

本庁舎・合同庁舎の配置が変わります
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　「健康政策課」が「健康推進課」と名称変更し、執務場所を

「保健センター内」に移動します。

健康推進課　☎ 35-1070　℻ 37-4380

※健康政策課があった場所は会議室になります。

移動

　副市長を２人体制とすることにより、

「副市長室」「副市長応接室」を新設します。新設

５階 　「学校給食課」を廃止し、「学校施設課」に統合します。

　引き続き、学校給食に関する問い合わせは、

　「学校給食センター」または

　「西部学校給食センター」にお願いします。

学 校 給 食 セ ン タ ー　☎ 31-7470　℻ 31-7472

西部学校給食センター　☎ 47-5112　℻ 47-5113　

統合
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